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ノキアが５世代（５Ｇ）移動通信とモノのイ
ンターネット（ＩｏＴ）技術を集中的に研究
する未来技術研究所（ＡＴＣ：Advanced 
Technology Center）を７月１日に韓国に
設立した。ノキアが海外に未来技術研究所を設
立したのは初めてである。
Ａ Ｔ Ｃ は 、 非 免 許 帯 域 を 活 用 す る Ｌ Ｔ
Ｅ－Ｕ、多重アンテナ（Massive MIMO）、
高周波帯域活用など、ＬＴＥアドバンスト（Ｌ
ＴＥ－Ａ）と５Ｇ研究を進める。モノのインター
ネットに使用するＬＴＥ－Ｍ、公共安全ＬＴ
Ｅ（ＰＳ－ＬＴＥ）も主要研究対象である。
移動通信会社や大企業だけでなく、中小企業
もＡＴＣを訪問して新しい通信技術と装備をテ
ストすることができる。
ノキアは、移動通信３社と協力して年内５Ｇテ
ストベッドをＡＴＣ内に構築する計画である。現
在使っているＬＴＥと全く異なる新しい無線接
続技術を６㎓以上高周波帯域で試験する。Ａ
ＴＣ設立をきっかけに国内ネットワーク市場への
投資を拡大し他の企業との協力も強化する方
針である。

半導体・ディスプレイ業界、「センサ」技術
確保に総力…技術主導権の争奪戦開始 

半導体・ディスプレイ業界がセンサ技術の移転
を受けたり提携を通じて関連技術を確保するな
ど、センサ技術の確保に乗り出した。モノのインタ

ーネット（ＩｏＴ）、ウェアラブル時代の核心技
術として浮上したセンサ分野で技術主導権を取
るためである。従来の半導体・ディスプレイ分野
の技術と融合すると、より差別化した製品開発
が可能となり、新事業の必須領域となっている。
半導体リードフレームメーカーのへソンＤＳは、
最近、韓国電子部品研究院と複合センサ技術
関連の移転契約を終えて追加の商用化のため
の技術協力を進めている。ディスプレイ装備メー
カーの未来カンパニーは、国内で初めて「ＴｏＦ
（Time of Flight）」技術を利用して３Ｄ（
３次元）センサモジュールを開発し、ＳＴＳ半
導体通信も超微細センサ技術を確保した。この
他にも半導体検査装備メーカーのゴヨンテクノロ
ジーはセンサ技術を活用して精密に手術部位を
把握することができる手術用医療ロボット市場に
進出した。

フレキシブル電源供給技術
 
特許庁と韓国知識財産戦略院が発刊した「２
０１４国家特許戦略青写真」レポートによれ
ば、ウェアラブル機器活用性を極大化する「フレ
キシブル電源供給技術」が未来有望技術で選
ばれた。
特に、「フレキシブルバッテリー」と振動や光など、
捨てられるエネルギーを変換して使用する「フレキ
シブルエネルギーハーベスティング」技術が注目さ
れる。

GENERAL TOPICS

特許法院に外国語弁論可能な国際裁判
部設置

大 法 院 が ア ジ ア で 初 め て 特 許 法 院 に 「 国
際 裁 判 部 」 を 設 置 す る こ と に し た 。 大 法 院
「IP（Intellectual Property）ハブコート
（hub court）推進委員会（委員会）」は、
国際裁判所を設置するという内容などに合意
し、議決文を採択し、翌年２月に国際裁判所
の設置を目指して予算確保などの準備作業を
推進する計画である。
国際裁判部ＩＰハブコート推進委は、議決文
で、国際裁判部の法廷用語として英語を許可
して外国語弁論を可能とし、関連書類と証拠な
ども外国語で提出することができるようにした。判
決文もハングルと英文などの外国語で一緒に提
供することにした。当事者論争ではない、裁判部
訴訟指揮等は国語で行い、英語で同時通訳を
提供することにした。大法院は外国居住当事者
と証人の遠隔映像証言も推進することにした。

韓国型特許審査、世界に知らせる

特許審査期間が１０ヶ月で、最高水準である
「韓国型特許審査」の事例をはじめ国内の特許
紛争判例などが海外の主要大学に提供される。
２日、特許法院によれば、特許法院は、２０

１４年から米国のコロンビア大学、ワシントン大
学、ハーバード大学など、主要大学と業務協約
（ＭＯＵ）を結んで、韓国特許法と特許訴訟
事例集などの関連資料を英語で翻訳して供給
している。
特許法院は、去る２０１０年、ハーバード大
学とのＭＯＵをはじめとして、「拠点図書館」制
度を開始した。米国大学内に韓国図書館を作
って、年２回ずつ国内特許訴訟及び法律資料
集を更新して提供する。以後、２０１４年には
提携大学を拡大して継続的にデータを供給して
いる。非英語圏国の中では最初であることが分
かった。
グローバル法律検索サイトである「ウエスタンロー
（WesternLaw）」ともＭＯＵを締結して、グ
ローバル特許紛争の際に国内判例と論文をウェ
スタンローで検索してみることができるようにした。
ウェスタンローの提携範囲は年内に拡大される予
定である。
その他にも特許法院は、来る１０月、韓国を含
むＩＰ５５カ国の主要裁判とオピニオンリーダー
を招請してＩＰコンファレンスを開催する予定で
ある。

PATENTS

ノキア、５Ｇ研究のためのＡＴＣ、世界
初韓国に設立 

GENERAL TOPICS PATENTS
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강조
２０１５年６月２日, 으로 변경 
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２０１５年１０月, 로 변경 

1619
강조
開催した。로 변경 



43

Newsletter, Autumn 2015 Newsletter, Autumn 2015

件、elt rombopago lamineの「Revo l -
ade Tablet」２件などであった。韓国ＭＳ
Ｄは、ezetimibe・Atorvastatin Calci-
um三水化物複合剤の「Atozet Tab.」４
件、etoricoxibの「Arcoxia Tab.」３件などで
あった。
韓国Novartisも６件を登載し、東亜ＳＴと韓
国ベーリンガーインゲルハイムが５件ずつ登載し
た。特に東亜ＳＴは５件を登載して国内製薬
会社の中で最多を記録した。この他、韓国小野
薬品工業をはじめ、韓国アストラゼネカ、韓国
Menarini、韓国ＢＭＳ製薬がそれぞれ４件ず
つの特許を登載した。
一方、上半期に特許を登載した全３２社のう
ち、外国会社は２１社、国内会社は１１社で
あった。

ファイザー、PREVENAR 13、特許無効
訴訟で勝訴

韓国ファイザー製薬が２０１５年６月、肺炎
球菌ワクチンのPREVENAR 13に関する特許に
ついて特許審判院に提起された特許無効訴訟
で勝訴した。
２０１３年１０月、ＳＫケミカルは韓国ファイ
ザーの「多価肺炎球菌多糖類－タンパク質接
合体組成物」特許（韓国特許第１２９８０
５３号）について無効審判請求書を特許審判
院に提出した。ＳＫケミカルはPREVENAR 13

と構造が類似している肺炎球菌ワクチンの「ＮＢ
Ｐ６０６」を開発しており、ＮＢＰ６０６の商
業化のために、障壁であったPREVENAR 13に
対して無効審判を提起した。
特許審判院は、結合ワクチンの価数を増加させ
るほど免疫干渉現象が発生して、個々の抗原
投与の場合に比べて免疫反応が低下することが
知られており、どの血清型を抗原として選択し、
どの担体タンパク質を使用するか、複数の抗原を
接合させた場合、免疫干渉なしに、優れた免疫
効果を得るのかを予測することは容易ではないの
で、韓国ファイザーの特許が新規性と進歩性が
あると判断した。
ＳＫケミカルは特許法院に審決取消訴訟を提
起した状態であり、韓国ファイザーはソウル地方
法院にＳＫケミカルの肺炎球菌ワクチンの開発
に対して特許侵害禁止仮処分申請を提起した
状態である。

健保公団、「ジェネリック談合」ＧＳＫ－
東亜ＳＴに勝訴

健康保険公団が多国籍製薬会社と国内製薬
会社間の「ジェネリック談合」により被害を受けた
として提起した損害賠償訴訟で勝った。
２０１５年８月、ソウル西部地法はＧＳＫと
東亜ＳＴの両社は、健保公団に８億６千７
００万ウォンを賠償するよう判決した。健保公
団が両社を相手取り出した１２億８千５００

期待ほどフレキシブル電源供給技術関連の特許
活動も活発である。２０００年以後、継続的
に出願されている。このような傾向はしばらく続く
見通しである。
フレキシブルバッテリー分野は日本企業が技術開
発をリードしてきた。この分野では、パナソニックが
１４０個の出願特許を保有して最も多い。サ
ムスンＳＤＩ（１２２件）とＬＧ化学（８８
個）が続いており、三洋、ソニーも関連特許を
多数有している。
フレキシブルエネルギーハーベスティング分野は、
バッテリーと様相が大きく異なる。米国とスウェー
デン企業が技術開発を主導している。シーメン
ス、カリフォルニア大学、ＧＥなどが関連特許を
集中出願しており、スウェーデンＡＢＢも技術開
発に集中している。

・フレキシブルバッテリー技術の主要出願人

・フレキシブルエネルギーハーベスティング技術の
主要出願人

上半期の医薬品特許リスト登載現況 

韓国ヤンセンが今年上半期に食品医薬安全処
の医薬品特許リストに最も多い特許を登載した
ことが分かった。食品医薬安全処によれば、上
半期に登載された１２９件の医薬品特許のう
ち韓国ヤンセンが２８件を記録した。
韓 国 ヤ ン セ ン は 、 t a p e n t a d o l 塩 酸 塩 製
剤である「Nucynta ER Tab.」２０件、
emtr i c i tab ine・ teno fov i rd i sprox i l 
fumarate・ri lpivir ine塩酸塩製剤である
「Complera Tab.」７件、Bedaquiline fu-
marateである「Sirturo Tab.  100mg」１件
を登載した。
韓 国 武 田 製 薬 が a l o g l i p t i n 
benzoate・pioglitazone塩酸塩の「Ne-
sinamet Tab.」１６件、Dexlansoprazole
製剤の「Dexlansoprazole」２件など、計１
８件を登載した。その後、GlaxoSmithkline 
P l c . と 韓 国 Ｍ Ｓ Ｄ が そ れ ぞ れ ７ 件 を 登 載
した。GlaxoSmithkline Plc.は、 Fluti-
casone Furoate・ＶＩ複合剤の「Rel-
v a r 」 ４ 件 と イ ン フ ル エ ン ザ 分 割 ワ ク チ ン の
「Fluarix Tetra Pre-filled Syringe」１

PATENTS PATENTS

順位 企業名 国籍 出願件数

1 パナソニック ＪＰ 140

2 サムスンＳＤＩ ＫＲ 122

3 ＬＧ化学 ＫＲ 88

4 SANYO ELECTRIC ＪＰ 67

5 SONY ＪＰ 64

順位 企業名 国籍 出願件数

1 SIEMENS ＵＳ ４７

2 ABB AB ＳＥ ２１

3 CANON ＪＰ １９

4 Univ of California ＵＳ １７

5 GENERAL ELEC-
TRIC ＵＳ １４
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万ウォンの損害賠償訴訟で勝訴したのである。
ＧＳＫは、２０００年、抗嘔吐薬の「Zof-
ran」のジェネリックである東亜ＳＴ（当時、東
亜製薬）の「オンダロン」がZofranの特許を侵
害したとし、特許訴訟を提起した。Zofranは、
化学療法又は放射線療法に伴う嘔吐、手術後
の嘔吐を予防・治療する医療用医薬品である。
この過程で、ＧＳＫは東亜ＳＴがオンダロンを
市場から撤退する条件で、東亜ＳＴに新薬販
売権と独占権、インセンティブを与えることに合意
した。
すると、公正取引委員会が、このようなジェネリッ
クの生産・販売・談合に乗り出した。公正取引
委員会は、２０１１年、両社の行為を公正取
引法違反行為と議決し、ＧＳＫに３１億ウォ
ン、東亜ＳＴに２１億ウォンの課徴金を賦課し
た。両社は、これに対して公正取引委員会を相
手取り是正命令などの取消請求訴訟を出した
が、法院は最終的に公正取引委員会に軍配を
挙げた。大法院は２０１４年２月に両社の合
意が公正取引法違反に該当すると判決した。
これに力づけられて健保公団も２０１４年９
月末、１）Zofranとオンダロンの価格差ほど保
険財政をさらに支出して財務上の損失を被った
点、及び２）オリジナル医薬品であるZofranに
比べて安価なジェネリック医薬品のオンダロンの
市場撤退により消費者が安価な薬を選択するこ
とができなくなった点を挙げて損害賠償訴訟を提
起した。
現在、ＧＳＫと東亜ＳＴは１審判決に控訴し

た状態である。

TRADEMARKS

中国商標の韓国出願、急増中 

特許庁によると、最近5年間の中国の韓国に対
する商標出願を分析した結果、去る2010年の
1246件から昨年には2622件と2倍以上に増
えた。

中国の韓国特許出願方式は、‘韓国内直接出
願’と‘マドリッド国際出願’の二通りであり、マド
リッド国際出願の場合、2010年の672件から
昨年の794件へと緩慢な増加傾向を見せてい
るのに対し、同期間における韓国内直接出願
は、574件から1823件と5年間に3倍以上急
増したことがわかった。

中国の韓国商標出願が増加したのは、2010
年以降韓-中自由貿易協定(FTA)交渉が進
められたことと無関係ではなく、中国の韓国商
標出願の増加は、FTAを通しゲーム著作物の
権利保護が強化されたことと、韓国ドラマ、K-
POP、e-スポーツ等の韓流熱風が後押しとな
り、ファッション、美容、ゲームのメッカとして浮上し
た韓国をマーケティング戦略地として選択したた
めと考えられる。

中国が出願する商品としては、電気、電子機器
及びゲーム著作物が1894件で最も多く、これに
続いて、衣類、履物、帽子等のファッション商品
(1663件)、せっけん、化粧品(874件)、広告
及び卸小売業(851件)、かばん等の皮革製品
(702件)の順となった。

最近5年間の外国からの韓国商標出願は、ア
メリカが31,823件(27.3%)で最も多く、日本 
(17.2%)、中国(9.3%)、ドイツ(7.6%)、フラ
ンス(5.5%)等がその後に続いている。

特許法院、“AMERICAN UNIVERSI-
TY”の構成自体の識別力を認定

ア メ リ カ の ‘ ア メ リ カ ン ユ ニ バ ー シ テ ィ ’
が、“AMERICAN UNIVERSITY”という商
標を第41類の“providing courses of in-
struction at the college and graduate 
levels 等”に対し出願(以下、“本件商標”とす
る)したところ、特許庁及び特許審判院は、本件
商標はアメリカを指し示す顕著な地理的名称で
ある“AMERICAN”と、指定サービス業の提供
主体又は業種を表示する“UNIVERSITY”の
結合のみからなる商標なので、商標法第6条第
1項第4号及び第7号に該当するという理由で、
本件商標の登録を拒絶した。

出願人であるアメリカンユニバーシティがこのような

特許審判院の審決に不服して特許法院に審決
取消訴訟(2015ホ642)を提起したところ、特
許法院は次のような理由で、本件商標はその構
成自体としての識別力が認められるので商標法
第6条第1項第4号及び第7号に該当しないと
判断した。

(1) 本件商標は原告が運営する本件大学校
の名称であり、本件大学校の沿革、学生数、
大学施設、国内外での周知度、ポータルサイト
で検索される“AMERICAN UNIVERSITY”
の実際の使用内訳等に照らしてみるとき、本件
商標は指定サービス業である学校教育業及びこ
れに関する講座提供業、研究業等の一般需要
者である学校教育サービスの提供を求める人々
に、原告が運営する本件大学校の名称として知
られていると言うことができる。

(2) さらに、地名と大学校を結合して大学校の
名称を構成する事例はありふれたもので、普通
の認知能力を持った一般需要者であれば、イン
ターネット、百科事典等を通して得ることができる
合理的な情報にもとづき、本件商標がそれ全体
として本件大学校の名称であることを容易に認
識することができる。

(3) また、大学校を設立するためには、施設、
設備等の設立基準を備え、教育部長官の認可
を得なければならない等、大学校の設立、運営
等に関しては法令の制限があり、このような設立

TRADEMARKS TRADEMARKS
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手続、設立資本等の制約により、学校教育等
においては競争業者が制限的とならざるをえず、
このような法令の制限により事実上同一名称を
もった大学校が存在することはなく、これを新たに
開設することもできないので、競争業者が本件
商標を使用する必要性は大きくないはずである。

(4) 実際、本件商標が原告以外の第三者が提
供するサービスの識別標識として使用されること
はなく、“アメリカ大学で提供される又はアメリカ式
に進められる学校教育業”を意味する用語として
使用されていもいない。

(5) むしろ、既に一般需要者に本件大学校の
名称として認識されている本件商標を競争業者
が自由に使用する場合、需要者をして出所の
混同を引き起こさせるはずである。

(6) 従って、本件商標は顕著な地理的名称
である“AMERICAN”と学校の種類を指し示
す“UNIVERSITY”が結合して“アメリカの大
学”という観念を導き出すにとどまらず、不可分
的に結合してそれ全体としてアメリカのワシントン
D.C.に位置する本件大学校の名称として一般
需要者に認識され、新たな識別力を形成してい
るので、商標法第6条第1項第4号及び第7号
に該当しない。

こ の よ う な 特 許 法 院 の 判 決 に 対 し 特 許 庁
は、2015年8月25日付で大法院に上告して

いるので、大法院にてどのような判決が下される
か、その帰趨が注目されている。

ハンミ薬品、バイアグラ立体商標権に対す
る不使用取消審判にて勝訴 

ハンミ薬品株式会社がファイザープロダクツインク
の立体登録商標“ ”(以下、“本件登録商
標”とする)に対して提起した不使用取消審判に
て、2015年7月22日付で勝訴審決を受けた。

ハンミ薬品株式会社は「ファイザープロダクツイ
ンクは“ ”で登録を受けながらも実際には、      
‘ ’、‘ ’、‘ ’のような形態(以下、“
実使用商標”とする)で使用していた。これは登
録商標との同一性が認められない使用なので、
本件登録商標は不使用により取り消されなけれ
ばならない」と主張した。

これに対して特許審判院は、次のような理由で
ファイザープロダクツインクの実使用商標は本件
登録商標の使用として認められないと判断した。

実使用商標は、本件登録商標である青色の
菱形形状の表面に“Pfizer”という文字を陰刻
で表示し、裏面にはファイザープロダクツインクの
広く知られた商標である“VIAGRA”の略字であ
る “VGR”と薬剤の容量を示す数字“100”又
は“50”をやはり陰刻で表示したものである。

ところで、(i)これらの文字は本件登録商標であ
る“青色の菱形形状の錠剤”に陰刻され本件登
録商標と一体不可分的に結合されており、(ii)
分離不可能な結合により本件登録商標は、そ
の形状から生成される“青色の菱形形状の錠
剤”という観念とは異なる“ファイザー社のバイア
グラ”という新たな観念を形成する。また、(iii)
表面に刻まれた“Pfizer”は、ファイザープロダク
ツインクの商号にして、周知著名な別個の登録
商標であり、(iv) 裏面に刻まれた“VGR”はフ
ァイザープロダクツインクの周知著名な商標であ
る“VIAGRA”の略語で“勃起機能障害治療
用薬剤”等を指定商品とするファイザープロダク
ツインクの別個の登録商標であり、(v)これらの
文字は実使用商標において青色の菱形形状に
比べ強い識別力を有する部分である。これに対
し、(vi)青色の菱形形状は経口用錠剤の一般
的な色彩と形状として識別力がないか微弱であ
る。

これらを総合的に考慮するとき、一般需要者及
び取引者は青色の菱形形状を自他商品を識
別する商標として認識するというよりは、錠剤の
表面に表示された“pfizer”や“VGR”等の文字
を識別標識として認識する可能性が大きいと言
えるので、実使用商標が本件登録商標の同一
性範囲内で使用された商標と見なすことはでき
ない。

ファイザープロダクツインクはこのような特許審判

院の審決に不服し、2015年8月19日付で特
許法院に審決取消訴訟を提起した(2015ホ
5364)ため、特許法院にてどのような判決が下
されるか、その帰趨が注目される。

また、ハンミ薬品は本件とは別途に同一な商標
である本件登録商標“ ”に対し、識別力が
ないという理由で無効審判も請求して勝訴した
が、これに対してもファイザープロダクツインクは特
許法院に不服しているので、現在事件は特許
法院にて係留中である(2014ホ7387)。

GENERAL LAW
 

公正取引委員会、マイクロソフト-ノキア企
業結合最終承認

[comment：MSが国内スマートフォン会社に対し特
許使用料を引き上げる場合、究極的にはスマートホン価
格の上昇につながるおそれがあるが、同意議決を条件と
した企業結合の承認は、消費者の利益を保護する効果
を期待することができると思われる。]

公正取引委員会がマイクロソフト(MS)のノキア
モバイル事業部門引受を最終的に承認した。

MSがノキア携帯電話端末機事業を引受ける契
約を結んだのは2013年9月だ。MSはスマートフ
ォンに使用されるアンドロイド運営体制(OS)関
連特許を多数保有している企業だ。ノキアの引

TRADEMARKS GENERAL LAW
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受で直接携帯電話まで生産することになば、競
争者となる他の携帯電話製造社を対象に特許
料を引き上げる等して、公正な競争を制限する
ことができるというおそれがあった。

MSは国内で企業結合の承認を得るため‘不公
正取引是正方案’を提出するとともに、同意議
決を申請した。これに対して公正取引委員会
は、2015年2月4日に同意議決手続を開始
し、同8月24日にMSの特許乱用可能性を遮
断する内容の‘同意議決’を条件として、MSとノ
キア携帯電話端末事業部門の起業結合を最
終的に承認したことを明らかにした。

公正取引委員会が企業結合審査に同意議決
制度を適用したのは今度が初めてだ。同意議決
とは、該当企業が不公正行為を防止するための
対策を提案する場合には、公正取引委員会が
その違法性の有無を判断しないという制度だ。

MSは次のような同意議決是正方案を遵守する
ことにした。

① MSは標準必須特許(SEP：国家や協会が
認める標準が特許となったもの)の使用権を、‘公
正かつ合理的で非差別的な方式により誰にでも
提供する’というFRAND原則を守る。

② MSは国内のスマートフォンだけでなく、タブレ
ットPC製造社に対しても、SEPを侵害したという

理由をもって国内外で販売・輸入禁止訴訟を
提起しない。

③ MSはSEPライセンスを競争会社に提供する
ことを条件に相手方の特許を要求することはしな
い。

④ MSは標準化機構が採択していない非標準
特許(non-SEP)に関しては、国内スマートフォ
ン・タブレットPC製造会社から受け取る特許料
水準を引き上げない。

大法院‘淫乱動画も著作権保護対象’で
あると判決

[Comment：刑法等の法律の制裁を受ける淫乱映
像であるとしても、思想や感情を創作的に表現したもの
であれば著作権法保護を受けることができるという判決
により、淫乱動画に対する著作権の保護範囲が拡大さ
れることが期待される。] 

淫乱動画も著作権保護対象なので、これを不
法に共有する場合、著作権法違反嫌疑により
処罰することができるという大法院初の判決が出
た。

大法院刑事1部(主審：コ・ヨンハン大法官)
は、インターネットファイル共有サイトに著作権者
の同意なしに動画をアップして収益を得た嫌疑 
(著作権法違反)で起訴されたジョン某氏に対す

る上告審(2011ド10872)にて、罰金300万
ウォンと追徴金1176万ウォンを宣告した原審を
11日に確定した。

裁判部は「淫乱な内容の映像著作物も著作
権法上の著作物として保護されることができ、こ
れにもとづきジョン氏の有罪を認めた原審は正し
い」と明らかにするとももに、「著作権法の保護対
象となる著作物は‘創作的な表現形式’を有して
いれば十分であり、その表現されている内容、即
ち思想又は感情それ自体の倫理性の如何は問
題とならない」と説明した。

また、釜山地方法院民事14部(キム・ヒョンチョ
ン部長判事)は、日本の動画製作会社15社と
これらの会社から映像発行権を得た韓国の会
社が、国内のファイル共有サイト運営者であるD
社を相手取って出した‘映像物複製等禁止’仮
処分申請を受け入れたことを明らかにした。

裁判部は、D社が運営するインターネットサイト5
ヶ所にて該当日本会社が製作した映像4千余
件の複製又は伝送を中断せよと決定した。

裁判部は「該当映像に男女の性行為場面が出
てくる等、淫乱な内容を含む映像物ではあるが、
著作権法上の著作物として保護されえる」とし、
「該当サイト会員が映像をダウンロードして保存
すれば‘複製権侵害’に、映像を該当サイトにアッ
プして他の者がダウンロードできるようにすれば‘伝

送権侵害’に該当する」と判示した。また、裁判
部は「D社はサイト会員が映像製作会社の許可
なしに映像をアップしたり、ダウンロードするという
事実を知りながらも、ポイント積立等によりそのよ
うな行為を助長した」とし、「該当著作物の不法
伝送を遮断する技術的な措置をとらなければな
らない」と付け加えた。

個人情報保護法違反会社を初公開

[Comment：個人情報保護が強化されている点を考
慮するとき、個人情報保護処理者に対しては、個人情
報の収集、処理、提供に関する内容だけでなく、安全性
確保の措置等に対し法令を遵守しているか否かについて
も周期的に点検が必要なものと思われる。]  

昨年カード業界で起きた個人情報大量流出事
故の後続措置に従い、個人情報保護法違反
会社の実名が初めて公開された。行政自治部
は個人情報保護の義務を履行しない未来医
療財団(未来メディカルセンター)に過料1,600
万ウォンを今年3月に賦課したと18日明らかにし
た。

健康検診専門医療機関である未来医療財団
は、管理者ページ接続手段として‘専用線’や‘仮
想施設網’(VPN)のような保安技術を適用しな
かった。また、ホームページの会員加入手続のう
ち、同意を拒否しても不利益はないことを利用
者に公知しない等、個人情報保護法に規定さ

GENERAL LAW GENERAL LAW

1619
강조
することになれば、로 변경 

1619
강조
２０１５年６月11日  로 변경 

1619
강조
するとともに 로 변경 
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LEE NEWS
  

ライズエデュケーションコリアと譲渡契約締
結式

2015年8月13日、世界最大の教科書出版社
であるHMH(Houghton Mifflin Harcourt)
の系列社だったライズグローバル (Rise Global)
社の国内外国人投資法人である株式会社ライ
ズエデュケーションコリアが、国内英語教育会社
である LCIキッズクラブの竹田キャンパスの営業
及び資産全部を譲り受ける譲渡契約締結式が
当所にてありました。ミン・ジュンギ弁護士が主導
する諮問チームがライズエデュケーションコリアを代
理して進めた三つ目の学院引受のケースで、当
所の諮問チームは法律実査、主要契約書の作
成、締結及びクロージング業務等、全般的な法
律諮問を提供しました。

調印式後にライズグローバル関係者とともに記念撮影に
臨むジョ・ギルウォン弁護士(右端)、ミン・ジュンギ弁護
士(左から三人目)、ヤン・ウォンジェ弁護士(左から二人
目)、キム・ヒョナ弁護士(左端)

New Member：Timothy E. Trin-
ka, 金翰會

外国弁護士/米国弁理士, 
Timothy E. Trinka
Timothy E. Trinka弁
護士は、リ・インターナショ
ナル特許法律事務所のシ
ニア外国弁護士であり、ソ
ウルで２５年以上、外国

弁護士として働きました。Trinka弁護士は、ア
ジア、ヨーロッパ及びアメリカで企業、商業および
金融取引に参加しました。Trinka弁護士の注
力分野は、北東アジアの不動産建設、金融、
開発および処分です。彼は、フランチャイズ及
び技術ライセンスを含むジョイントベンチャーと販
売契約にかなりの経験を持っています。Trinka
弁護士は、１９７９年にアイオワ大学でＢ．
Ａ．学位及び１９８２年にジョン・マーシャルロ
ースクールでＬ．Ｄ．学位を取得し、１９８３
年にはオーストリアのザルツブルク大学で高級国
際法を修了しました。

外国弁護士/ 米国弁理士, 
金 翰會
金翰會弁護士は、リ・イン
ターナショナルの外国法律コ
ンサルタントであり、カリフォ
ルニア州弁護士です。金弁
護士は弁護士になる以前、

れた義務4件に違反していることが行政自治部
の点検で明らかになった。

昨年行政自治部は、「未来医療財団がホーム
ページに会員の健康検診結果や相談内容等の
個人情報を露出させた」という請願を受け付けた
後に実態点検を行い、このような違反事実を摘
発、過料を賦課したのに続き、行政処分事実を

公表した。個人情報保護法違反会社の実名
公開は、同制度が導入された2011年以後初
めてのことだ。

個人情報保護法による‘個人情報の安全性確
保措置基準(行政自治部告示第2014-7号)’
の主要内容は次の通りである。

LEE NEWSGENERAL LAW

区分 個人情報の安全性確保措置基準告示

内部管理
計画

• 内部管理計画の樹立・施行 (§3①)

• 内部管理計画の修正履歴管理 (§3③)

接近権限 
管理

• 個人情報処理システム接近権限を必要最小限の範囲に差別化 (§4①)

• 人事異動時に即接近権限変更抹消、内訳記録3年間保管 (§4②,③)

• 個人情報取扱者別に一個の使用者アカウントを発給及び共有禁止 (§4④)

暗唱番号 
管理 • 暗唱番号作成規則の樹立 (§5)

接近統制
システム

• 接近統制システム設置、運営(侵入遮断システム、侵入探知システム含む) (§6①)

• 外部接続時には仮想私設網(VPN)、専用線等の安全な接続手段を適用 (§6②)

• 個人情報が閲覧権原のない者に公開、流出されないように、システム及びコンピューターを措置 (§6③)

• 業務用コンピューター網を利用して個人情報を処理した場合、接近統制システム適用除外 (§6④)

個人情報
暗号化

• 暗号化対象：固有識別情報、暗唱番号、バイオ情報 (§7①)

• 暗号化基準

-情報通信網送受信時暗号化 (§7②)

-暗証番号、バイオ情報保存時暗号化(暗唱番号は一方向暗号化) (§7③)

-  固有識別情報はインターネット区間、DMZ区間保存時に暗号化、内部網区間保存時の危険度分析結果により、暗号化す

るかしないか及びその範囲を決定 (§7④⑤)

-安全な暗号化アルゴリズム適用 (§7⑥)

接続記録
• 個人情報処理システム接続記録は最少6ヶ月以上保管管理 (§8①)

• 接続記録が偽・変造、盗難、紛失されないように安全に保管 (§8②)

保安
プログラム

•   ワクチンソフトウェア等、保安プログラム設置、自動又は一日一回以上のアップデート、保安アップデート公知時に即アップデー

ト実施 (§9)

物理的
保護措置

• 個人情報の物理的保管場所に対する出入統制手続 (§10①)

• 書類、補助保存媒体等は 施錠装置のある安全な場所に保管 (§10②)
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Your trusted local advisor
Lee International IP & LAW GROUP は、1961年の創立以来、知識財産権法務を専門とする韓国屈指のローファームであり、出願や訴訟はも
ちろんあらゆる法律問題に対し、長年の歴史と経歴に基づいた最上のリーガルサービスをお客様に提供しております。
 
設立者である李允模博士(1918～1983)は、1960年まで韓国特許庁長を歴任し、韓国知識財産権の法体系の整備と確立に多大な貢献をなす
とともに、韓国知識財産権業界の発展にも寄与した業界の先駆者であり、大韓弁理士会の会長を四期にわたり歴任する等の功績により、大統領賞
を二度受賞しました。また、李博士は韓国の『発明の日』を制定した人物でもあります。
 
このような経歴をもつ李博士により設立され、『最高の質と迅速な対応』という経営哲学を継承する　Lee　International IP & Law Groupの弁理
士、弁護士、並びにスタッフ一同は、最高のリーガルサービスをお客様にご提供すべく、絶え間ない努力を積み重ねて参りました。その努力の成果は、韓
国の特許出願における平均特許成功率が約70%であるのに対し、当所の平均特許成功率が全体平均の10%以上を上回っている事実によって証
明されており、これは、該当特許分野に精通した担当弁理士と技術スタッフによる、先端専門技術に対する検討分析能力向上のための日ごろからの
努力による賜物であると言えます。
 
商標分野では、商標出願の高い登録率はもとより、異議申立、審判、抗告においても高い勝訴率を記録しております。また、豊かな経験と独自的な
ノウハウに基づいた卓越した商標検索能力によりお客様の登録権利及び著名商標の保護に万全を期しております。
 
なお、著作権法、コンピュータープログラム保護法、営業秘密保護法、独禁法、ライセンス、合弁事業等の法律分野においても、ベテラン弁護士が、お
客様からのあらゆるご要望に迅速かつ的確に対応し、知識財産権分野以外にも、一般訴訟・仲裁、企業の法務、関税・国際通商を含む包括的なリ
ーガルサービスを提供できるようOne-Stop処理システムで対応しております。
 
当所は、『常に謙虚な姿勢で“迅速”、“的確”、“丁寧”に』をモットーに、所員一同高品質のサービス提供に努めております。特に、日本語の習得には
全所員が力を入れ、日本のお客様にご満足いただける高レベルの日本語によるリーガルサービスを提供しております。  

コ ン ピ ュ ー タ ー ソ フ ト ウ ェ ア 分 野 で 2 0 年 間
研 究 開 発 業 務 に 従 事 し 、 専 攻 は ユ ー ザ
ー イ ン タ ー フ ェ ー ス 及 び 認 知 科 学 分 野 で
し た 。 ア ッ プ ル 社 の マ ッ キ ン ト ッ シ ュ プ ロ ジ ェ
ク ト を 始 め た J e f R a s k i n と 共 同 創 業 す る
等 、 シ リ コ ン バ レ ー に て 活 動 し て い ま し た 。
金翰會弁護士は、リ・インターナショナルにてソ
フトウェア分野の特許出願及び訴訟を含む先
端技術関連知的財産権事件を主に担当し
ており、豊富な技術開発及び事業経験が当
該分野における業務に大いに役立っています。
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